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資料２

利⽤範囲・安全対策等検討資料
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【利⽤範囲】
【利⽤可能範囲】
東防波堤（200ｍ）
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①現状

安全⾯において既存設備があり有効な場所
・現状、安全柵が既設されており、安全性・コスト⾯から効果的な利⽤が可能
・⾜場も良く、初⼼者や親⼦での釣り場として活⽤が期待できる
漁港側漁業従事者エリアとも柵が既設であることから利⽤者と漁業者の相互関係を保っことができる
・漁港側エリアとの柵が既設されており、漁協・漁業者と利⽤者の範囲をわけることで⽀障が無い
フィッシングイベントも開催されており⼀定の釣果も期待できる
・釣果の期待は、初⼼者向けでは期待できる
・夜釣り等ができれば釣果の期待も⾼まる

②課題
・既存安全フェンスを利⽤することで問題が無いか（⾼さ、安全⾯等）
・安全柵以外の落⽔防⽌等の整備として何が必要か
・⽔銀灯など、夜釣りのために必要な整備として何が必要か
・釣場として釣果が年間期待できるか
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③利⽤範囲の条件

・1号野積場を駐⾞場として利⽤
⇒1号野積場の駐⾞場利⽤は漁協側は問題ない

・駐⾞場から遠賀川河⼝までの漁協と釣り利⽤者の導線整理（漁協を通らない導線）が必要
⇒１号野積場から漁協の事務所 裏を通らないように、例えばなみかけ⼤橋から階段を使い、２号物揚場へ移動出来るような導線整備

・船揚げ場の違法利⽤規制による釣り⼈との利⽤区域の区分が必要
⇒漁港側船揚げ場の違法利⽤で漁業者との危険性もあることからフェンス等による区分が必要



【安全対策】
安全対策においては、親⼦ファミリー層、⼥性層が安全、安⼼、快適に利⽤することが前提となるが、釣り利⽤として提供する場合には、利⽤者の⾃⼰責
任を前提とし、利⽤者の安全が確実に措置されるための対策が確実に講じられるよう検討する必要がある。

＊参考：国⼟交通省港湾局「防波堤等の多⽬的使⽤に関するガイドライン」
港湾管理者が管理する防波堤等を釣り利⽤として供する場合には、防波堤等の本来の⽤途⼜は⽬的を達成するために必要な安全対策とは別に、
釣り利⽤としての⽤途⼜は⽬的を踏まえ、利⽤者の⾃⼰責任を前提とし、利⽤者の安全が確実に措置されるための対策が確実に講じられる必要がある。

【現状設備】
・東防波堤と3号物揚場との仕切り柵が既に成されており、利⽤者と漁協の組合及び漁業者との区別が可能であり、現時点での⼤きな整備が最⼩に抑えられる。
・海側に安全柵が既に設置されており、現時点での⼤きな整備が最⼩に抑えられる。
・トイレ、⼿洗い場等の施設は現状無い為、設置が必要。
・夜間の照明は漁港側に⽔銀灯があるが、東防波堤側の照明については検討が必要。
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項⽬ 現状 必要条件 課題・整理
転落防⽌柵 現状、東防波堤には既存設置柵有り 既存設備の活⽤が可能 管理者と協議 既存設備の現調

管理
侵⼊防⽌柵 ・漁協側（3号物揚場）との仕切り柵有り ・必要なし

危険表⽰ライン ・無し ・⼊⼝、安全柵、防波堤利⽤エリアでの表
⽰看板等が必要

設置カ所の現調
仕様・コスト
管理
ラニングコスト

救命胴⾐ ・無し ・設置が必要
トイレ ・トイレ施設の設置が必要。

・衛⽣管理に伴う委託等の運⽤が必要。
・トイレ施設の設置が必要。
・衛⽣管理に伴う委託等の運⽤が必要。

管理者との協議
設置箇所
仕様、コスト
⽔道⾼熱費の負担、ラニングコスト
衛⽣管理のランニングコスト

⼿洗い場 ・無し ・⼿洗い場施設の設置が必要
・衛⽣管理に伴う委託等の運⽤が必要

管理者との協議
設置箇所
仕様、コスト
⽔道⾼熱費の負担、ラニングコスト
衛⽣管理のランニングコスト

管理棟 ・無し ・必要なし
・釣り竿レンタル、餌、体験のレンタル、販
売、受⼊場所が必要

夜間の照明 漁港側に⽔銀灯 ・夜間釣り客の安全性の確保は必要 管理者と協議 既存設備の現調
新規設置の仕様、コスト
管理
ラニングコスト

管理者・
管理マニュアル

・無し ・常駐管理者は置かない
・運営管理者による緊急時の対応者、管
理者の明確な規定・マニュアルを準備

管理者 ・無し ・必要なし
・緊急時の対応者、管理者の明確な規定
が必要

安全対策

5国⼟交通省港湾局「防波堤等の多⽬的使⽤に関するガイドライン」、⼀部漁協ヒアリングに基づく



【利⽤料⾦】

施設利⽤料⾦の有料、無料については、利⽤エリアの釣果状況、利⽤時間制限、安全対策の点から集客性が低くなる可能性が⾼い。
無料化により集客を⾼め。他施設と連動した経済効果を⽣む施策が有効と考えられる

有料 無料

施設利⽤料を有料とすることで、施設運営、安全管理、雇⽤等を図る 施設利⽤料を無料とすることで、利⽤時間を24時間とし、朝、昼、夜の釣りを楽
しめ、集客に結びつける。

効果 利⽤料収⼊による経済効果を⽣みだす
有料利⽤者数は、限定される可能性がある
安全管理上、利⽤時間を制限しなければならない
釣果が期待できない利⽤エリアでの集客
利⽤料収⼊がある

無料エリアとしての安全管理責任を軽減する
朝、昼、夜の釣りを可能とし、釣果への期待を⾼める
集客に結びつけ、他施設と連動し経済効果を⾼める

課題 有料顧客の集客策
利⽤者の安全管理責任
管理棟・管理⼈の設置が必要
利⽤時間・年間営業⽇等の設定が必要

利⽤料収⼊がない
運営費等の捻出が必要
利⽤者への安全を促す必要はあるが⾃⼰責任とした安全管理
管理棟・管理⼈の設置が必要ない
年間・24時間の利⽤ができる（時間・営業⽇の制限がない）

利⽤
料⾦
設定

（利⽤料⾦）
他施設の利⽤料⾦を参考に算出
◆施設基本利⽤料
⼤⼈/1⼈/1回 1,000円
⼩⼈/1⼈/1回 500円
◆レンタル料
竿、エサ、仕掛け、バケツ、ライフジャケット付1,500円

（利⽤料⾦）
◆施設基本利⽤料
⼤⼈/1⼈/1回 無料
⼩⼈/1⼈/1回 無料
◆レンタル料
竿、エサ、仕掛け、バケツ、ライフジャケット付1,500円

参考 （参考）
芦屋商⼯会⻘年部主催ファミリーフィッシングイベント
1名：2,000円 2名3,000円（餌、仕掛け付き）
＊竿、ライフジャケット別

（参考）
芦屋商⼯会⻘年部主催ファミリーフィッシングイベント
1名：2,000円 2名3,000円（餌、仕掛け付き）
＊竿、ライフジャケット別
（但し、貸出時間の制限がある）
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①⽐較検討

②まとめ



【利⽤時間・営業⽇】

無料

特に定めない
・天候等で危険性がある場合の対応を定める
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参考資料
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親⼦ファミリー層、⼥性層に向けては。「釣り初⼼者」を前提とした、付加価値（サービス）の提供が重要と考えられる。
体験等のサービスについては、関係者との取組が必要な事から、現状付加できるサービスと必要性、可能性を明⽰することで、
関係者との合意を図っていく。

【付加価値（サービス）】

付加価値（サービス） 想定される関係者 優先度

（優先度）◎必要 〇今後必要 △現状は厳しい

◆釣り具レンタル 地元釣り具店 ◎
◆釣り餌 地元釣り具店 ◎
◆釣り体験ガイド（講師）
餌の付け⽅〜釣り⽅（⼟・⽇・祝）

地元釣り関係者 愛好家 ○

釣り教室・イベント開催
（親⼦・ファミリー、⼥性層向けに年数回開催）

地元商⼯会 地元釣り関係者 愛好家
＊「Family Fishing in Ashiya」等の
ファミリーフィッシンングイベント連動

◎

◆団体客対応（学校関係の体験・研修 修学旅⾏等） 観光協会等 〇
◆体験型観光 観光協会等 〇
◆⾷との連動
（町内提携飲⾷店で釣った⿂の料理提供）

地元飲⾷店、芦屋町商⼯会、
芦屋港内飲⾷店

◎

付加価値（サービス） 想定される関係者 可能性
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①⽬的

②課題
漁業従事者との連携において今後、機運醸成を図っていくことが必要。



施設の運営体制については、安全管理、運営管理、企画、経理とマネージメントとマーケティングの視点から組織化が必要。
飲⾷・物販等の機能に関する運営管理とも連動し、効果的な運営管理の体制づくりが必要。

【Ⅷ．運営管理】

⾏政

芦屋港全体のマネジメント

利⽤施設管理（委託）

遠賀漁協芦屋⽀所
・利⽤エリアの施設管理
・安全管理
・駐⾞場管理
・トイレ等の衛⽣管理

【運営管理体制（案）】

運営管理

⺠間⼜は団体
・竿レンタル、餌等の貸し出し、販売
・イベント等体験の企画運営
・情報発信

協⼒
町内釣具店、釣り愛好家、
商⼯会、⽇本釣振興会、
飲⾷店等
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